
「GFP北海道輸出セミナー＆マッチングin札幌」

ホクレンの輸出拡大への取組み
令和5年3月20日

 ホクレン農業協同組合連合会は、1919年に設立され、現在北海道の103の農協、

16の広域連を会員としており、JAグループ北海道での経済事業を担う組織です。

 私どもの経営理念は

『わたしたちは生産者のための協同組合として、会員JAと連携した事業を通じ、

共生の大地北海道から「農」と「食」の未来を担います。』

 事業としましては、①農畜産物の販売事業、②農畜産物生産における資材等の

購買事業、③農畜産物生産に向けた営農支援等を行っています。

ホクレン農業協同組合連合会



○H30 ホクレンパールライス工場中国

向け精米認可取得

○R１ 北海道畜産公社北米・香港向け

食肉取扱認可取得

○R２ 北海道畜産公社EU向け食肉取扱

認可取得
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1．これまでのホクレンの輸出の取組みについて（1/2）

• 輸出向けの品目としては、これまでに長いも・玉ねぎ・LL牛乳・肉類・鶏卵・米

等を主力として、仕向国としてはメインのアジア地域（シンガポール・タイ・ベ

トナム・中国・台湾・香港）、他に北米・中東、欧州へも輸出を行っています。

• 本会は平成28年に輸出担当役員を設置し、輸出総括部署を新設。平成27～令和

元年には職員を海外配置し、輸出に係わる現地マーケットリサーチなどを行い、

輸出に関する体制強化や知見向上を図ってまいりました。

• また産地においては、米や食肉の加工施設の海外向け許認可等の取得による行政

との調整、青果物の鮮度保持流通の実証試験、等にも取り組みました。

近年の輸出に向けた産地体制の整備 輸出実績の推移

32.1億円



○海外大手量販店のニーズへ、旬の道産青果物

を海外現地店舗で販売。道内ＪＡの協力を得

ながら次年度以降も継続した取組みに。

○道の「道産農畜産物輸出拡大加速化事業」に

参画、海外の認知度向上に向け、料理教室や

動画配信を展開。

○JA全農と連携し、道産牛肉の複数部位を海外

小売・外食向けに提案、新たな需要創出に。

○北海道米の品質が評価され、国内商社経由で

北米に初輸出、産地とも連携し安定供給図る。
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産地整備・企業間連携

1．これまでのホクレンの輸出の取組みについて（2/2）

• 将来の人口減少等による国内需要変化を見据え、海外市場も一つの成長販路とし

て、長期的視点に基づき輸出の伸長に取り組んでまいりました。

• コロナ禍による道産農畜産物の国内外での需給低迷を回復すべく、パートナー企

業との協業や道農政事務所・道庁など行政と連携を図り、販路構築や需給拡大策

を積極的に進めるとともに、産地における生産供給量確保を行っております。
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２．ホクレンの輸出取組方針について（令和4~6年度中期計画）

ホクレンは、北海道産農畜産物の海外供給拡大に向けて、

行政の方針・施策と協調し、産地JAや国内外のパートナー企業等と協力し合い、

北海道から海外への農畜産物バリューチェーンの構築・拡大を図ります。

輸出取組方針

②販路構築
• 様々な企業と連携した海外への
バリューチェーン構築・拡大に
向けた取り組み

①産地整備
• 同産農畜産物の生産維持・確保
及び供給インフラの整備

③需要拡大策
• パートナー企業と連携した販促
活動、需要創出活動

重点具体策

➃行政連携

• 北海道等の行政や、様々な
関係機関とのネットワーク
強化

➢ 北海道輸出促進協議会
等への参画

➢ 北海道、北海道ぎょれ
ん等との輸出促進活動

➢ 国の輸出戦略と協調し
た輸出促進策の実施



○輸出用米作付け拡大に向けた推進

○グローバルGAPの認証取得の推進中

○GFP｢グローバル産地推進事業｣の紹介、

参画の推進

○㈱ホクレン通商の商流を利用した道

内JA農畜産物の試験輸出
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道内JAや生産者と連携した
輸出向け産地の拡大

３．重点具体策①産地整備ー生産拡大、供給体制を構築

輸出向け施設体制の整備

○ホクレンパールライス工場での、中

国向けの自主輸出および受託による

精米製造の拡大や、エージレス精米

パック製造の整備

○北海道畜産公社における各国の食肉

取扱認可取得の拡大やハラル認証取

得に向けた取組み

○少量パッケージ商品等、海外展開商

品ラインナップの拡大
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３．重点具体策②販路構築ー連携による海外バリューチェンの形成

○ＪＡ全農グループを通じた台湾、米国等

へ牛肉を輸出拡大。

また香港のほか、シンガポールには豚肉

の輸出を開始し、需要増加を図る。

○㈱ホクレン通商による、青果物や精米、

ＬＬ牛乳等重要品目をアジアの量販店中

心に営業推進を強化、新たな販路開拓も

進める。

○既存取引先である国内企業を通じ、アジ

アや北米への北海道産米の海外販路拡大。

○玉ねぎなど、国内需給の適正化を図るた

め、大ロット青果物の安定取引が可能な

取引先と交渉、新たな商流を構築する。

関係企業と「連携」し、海外へ更なる
輸出拡大を目指す取り組み
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３．重点具体策④行政連携ー関係機関とのネットワーク強化

○国や道の輸出拡大戦略と協調し、輸出促進策を具現化すべく展示会へ出展。

○外郭団体「北海道農畜産物・水産物輸出推進協議会」へ参画し、関係団体等

と一体となった輸出拡大への取組みを行う。

国内外での展示会出展や海外での販売拡大の取組み・調査

ＧＦＰコミュニティへの参画 道との連携による輸出拡大の取組み

○H30年度に当プロジェクトに登録、事

業拡大のための必要な情報、政府によ

る支援策について内部で共有している。

○農水省が進めるグローバル産地事業

など、各種補助事業等の活用サポート

や情報提供を行っている。

○引き続き道農政部の「道産農畜産物

輸出拡大加速化事業」にメンバーとし

て参画し、主要項目である「牛肉」

「米」「家庭食需要」等食材の輸出拡

大、認知向上に向け協力していく。
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３．重点具体策③需要拡大策ーパートナー企業との需要創出

○今年度新興作物であるさつまいもの栽培、及び

輸出試験を実施。

次年度の本格輸出に向け協議を重ねていく。

○輸出に取り組む米卸企業への北海道米の供給の

ほか、用途に応じた品種提案などを図っていく。

○道内企業と連携した道産農畜産物のブランド化。

○輸出コンソーシアム事業参画による販売促進。

輸出に取り組む企業との連携

新たな国や品目の調査 北海道ブランドの認知度向上への取組み

○調査会社を利用した台湾向け、にん

じん・鶏卵等の規制・販路調査を実施。

○新たな輸出先として、インドネシア

やアフリカ、ベトナムなど新興国への

輸出可能性を国内商社を通じて協議。

現地輸入規制等の調査を実施。

○連携協定を結ぶ｢北海道ぎょれん｣と、

海外輸出やインバウンド向けにＰＲ事

業を平成27年より継続実施。

○今後も協力関係を強化しながら、海外

マーケット開拓、輸出拡大に向け取り

組んでいく。
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４．今後の取組について（令和5年度輸出取組の考え方）

道産農畜産物の一部過剰在庫や農業生産コスト増嵩等の、北海道農業における喫緊

の課題への対応策の一つとして、世界的な食料価格の高騰や円安の情勢等の機会を

活用しながら輸出拡大に努めます。

そのためホクレンは、産地ＪＡや国内外パートナー企業と協力し合い、激変するグ

ローバル経済・食糧情勢に対応しながら、北海道から海外への農畜産物バリュー

チェーン構築・拡大を図ります。

【産地整備】海外供給に向けた同産農畜産物の生産確保及び供給インフラ等の整備

【販路構築】JA全農グループや様々な企業と連携した海外へのバリューチェーン構

築・拡大

【需要拡大】パートナー企業と連携し、円安情勢等を活用した海外の販路促進、需

要創出

【行政連携】行政の施策活用等、北海道等の行政や関係機関との連携取組強化

• 中期計画における方針を継続した上で、情勢・環境および喫緊の課題を踏まえた

方針を取り決めました。



ご清聴ありがとうございました。
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